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●このパンフレットは「ビジネス総合保険制度」の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報の
ご説明」をご覧ください。また詳しくは「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店・扱者または引受保険会社までご請求くださ
い。ご不明な点につきましては、取扱代理店・扱者または引受保険会社にお問合わせください。
●タフビズ賠償総合保険・事業財産総合保険の「普通保険約款・特別約款・特約集」は保険契約者（日本商工会議所）に交付されます。
●「ビジネス総合保険制度」の正式名称はタフビス賠償総合保険（事業所・団体包括特別約款、事業所包括賠償責任補償特約セット賠償責任保険）および事業
財産総合保険です。

（160107） （2016 年 2月承認） GA15H011527　（45-713）

企業経営者の強い味方「経営セカンドオピニオン」がお役に立ちます！

・ご利用時間：平日13～17時（土日祝日、12/25～1/5を除きます）
・サービスをご利用いただける方は保険契約者および被保
険者（法人の場合はその法人の代表者）となります。

に弁護士・税理士・社会保険労務士が電話で
アドバイスします（予約制）。人事労務

の
ご相談

法律
の

ご相談

税務
の

ご相談

お電話
ください。

“ 経営の困った”に 
 スピーディに
  対応します。

・このサービスは、日本国内の法律・税務・人事労務に関するご相談が対象となり、海外のご相談は対象となりません。
・サービスのご利用は、保険期間中メニュー（項目）ごとにそれぞれ５回までとなります（予約制）。
・保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。また、緊急の場合やご相談内容によってはサービスをご利用できない場合があります。
・一般的なご質問については、専門のスタッフがお応えする場合があります。
・既に弁護士に依頼している案件、訴訟となっている案件等のご相談は対象となりません。
・サービスは、事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
・サービスは、あいおいニッセイ同和損保が委託している提携サービス会社がご提供します。
上記はサービスの概要を記載したものです。サービス内容の詳細およびご利用方法については、ご契約後に加入者証と共にお送りする「普通保険約
款・特別約款・特約集」でご確認ください。

〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1
TEL：03-5424-0101（大代表）
http://www.aioinissaydowa.co.jp

〔取扱代理店・扱者〕〔引受保険会社〕

商工会議所名

あいおいニッセイ同和損保はベルマーク運動に協賛しています。
タフビズ

賠償総合保険なら
30点！

「すべての子どもに等しく、豊かな環境のなかで教育を受けさせたい」という願いのもと始まったベルマーク運
動に、あいおいニッセイ同和損保は協賛会社として参加しています。ベルマークにより、学校に必要な備品・教
材などの購入が可能です。
また、これらの購入代金の10％が「災害被災校」への援助や、海外の学校設備の充実などに活用されます。

あいおいニッセイ同和損保が協賛しているベルマーク運動は、東日本大震災で被災した学校に、教材や教育設備品の援助を行っています。

①中小企業ＰＬ保険制度は「初年度契約日（制度に最初に加入した日、一度脱
退した場合は、再度加入した日）」以降に発生した事故について、保険期間中
に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことをもって保険金支払いの
対象事故とする「損害賠償請求ベース」の保険制度です。
②一方、ビジネス総合保険制度は、保険期間中に発生した事故が対象となる
「事故発生ベース」の保険制度です。
③通常、損害賠償請求ベースの保険契約から、事故発生ベースの保険契約に切り替え
た場合、更改前の契約の保険期間中において事故が発生し、更改後の契約の保険
期間中に損害賠償請求がなされた場合は、保険金は支払われません（下図参照）。

④ビジネス総合保険制度では、先行する損害賠償請求ベースの保険契約が、
以下の条件をすべて満たす場合に限り、保険期間開始前に発生した事故に

ついて保険期間中になされた損害賠償請求についても、その事故が保険
期間中に発生したものとみなして、保険金を支払います。 
・保険期間中になされた損害賠償請求が「中小企業ＰＬ保険制度」をご加入
者が継続していたならば、保険金支払いの対象となったであろうと認めら
れる事故に起因する損害賠償請求であること。
・その「中小企業ＰＬ保険制度」では、保険金が支払われないこと（「中小企業Ｐ
Ｌ保険制度」の保険期間中に事故またはその原因もしくは事由の発生を認
識していないこと）。
・損害賠償請求がなされた時の保険契約が、「中小企業ＰＬ保険制度」から切
り替えられたビジネス総合保険制度であること（途切れることなく継続さ
れていること）。 

ご注意 中小企業ＰＬ保険制度ご加入の方へ
■ビジネス総合保険制度の「損害賠償請求ベースからの継続に関する特則」について

☆
事故発生

☆
事故発生

中小企業PL保険制度 切り替え後のご契約

損害賠償請求ベース 　事故発生ベース

■
賠償請求

■
賠償請求

一般的な事故発生ベースの
契約に切り替えた場合

ビジネス総合保険制度に
切り替えた場合

満期日
（7/1）

どちらの保険契約からも
保険金は支払われません

ビジネス総合保険制度で支払います


